
 

 

 

 

教育人事企画課 

 

公民較差について 

 

 特別区人事委員会は、職員の給与水準について、特別区内の民間従業員の給与水準と均衡さ

せることを基本とし、勧告を行っています。 

 

１ 実態調査の概要 

（１）特別区職員給与等実態調査の概要 

   特別区人事委員会は、本年４月１日現在における特別区職員の給与等の実態を把握す

るため、各区における「職員の給与に関する条例」等の適用を受ける職員（休職者等を除

く。）を対象に、給料や諸手当等について「特別区職員給与等実態調査」（以下「職員給与

等実態調査」という。）を実施しました。 

 

（２）職種別民間給与実態調査の概要 

特別区人事委員会は、職員と民間従業員との給与の精確な比較を行うため、人事院、東

京都人事委員会等と共同して、「職種別民間給与実態調査」（以下「民間給与実態調査」と

いう。）を実施しました。調査事項は、民間従業員の本年４月分の給与支給月額、昨年８月

から本年７月までの特別給（賞与）の支給状況のほか、給与改定の状況等です。         

 

２ 実態調査の内容 

（１） 職員給与等実態調査の内容（令和５年４月） 

職 員 数 
民間従業員と比較した職員 

職 員 数 平均給与月額 平 均 年 齢 

５６,３８１人 ３１,６４３人 ３７９,４６２円 ３８.９歳 

（２）民間給与実態調査の内容（令和５年４月） 

区  分 内   容 

調査対象規模 企業規模５０人以上、かつ、事業所規模５０人以上の事業所 

事 業 所 数 特別区内の１,１１２民間事業所を調査（調査完了６５８事業所） 

 

３ 公民比較の結果 

（１）月例給 

民間従業員 職  員 差 

３８３，１８４円 ３７９，４６２円 ３，７２２円（０．９８％） 

   （注）民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない。 

（２）特別給 

民間支給割合 職員支給月数 差 

４．６４月分 ４．５５月 ０．０９月 

 

特別区人事委員会「職員の給与等に関する報告及び勧告」（令和５年）から加工して抜粋 

令和５年１２月１日 資料№１－３ 
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